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第１章   総 則 

（商 号） 

第１条 当会社はへぐら航路株式会社と称する。 

（目 的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

    １ 輪島、舳倉島間の定期航路にかゝる旅客及び貨物の運送事業 

    ２ 前号に附帯する一切の事業 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は本店を石川県輪島市に置く。 

 （公告の方法） 

第４条 当会社の公告は北国新聞に掲載する。 

 

第２章  株 式    

（発行する株式の総数） 

第５条 当会社が発行する株式総数は２０万株とし、その株式はすべて額 

面株式とする。 

（額面株式１株の金額） 

第６条 当会社の発行する額面株式の１株の金額は、金１，０００円とす 

 る。 

（株式の譲渡制限） 

第７条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければな 

らない。 

 

第３章 株主総会 

   （招 集） 

第８条 定時株主総会は、毎年１回とし決算期後 3ヶ月以内に招集し、臨時 

株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 

 （議 長） 

第９条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故 



があるときは、専務取締役がこれにかわる。 

 （議決権の代理行使） 

第１０条  株主は他の株主を代理人として株主総会において議決権を行使 

できる。 

 （通常決議の方法） 

第１１条 株主総会は法令に特別の規定がある場合の外、出席した株主の議決権の過半数をも

ってこれを決する。 

 （議事録）  

第１２条 株主総会の議長は議事録を作成し、これに総会の議事の経過の要領及びその結果を

記載し、議長及び出席取締役が署名するものとす。 

 

第４章 取締役、監査役及び取締役会 

 （取締役及び監査役の数） 

第１３条 当会社に１０名以内の取締役及び３名以内の監査役を置く。 

 （取締役及び監査役の選任） 

第１４条 取締役及び監査役は、株主総会において選任する。取締役の選任決議については、

累積投票によらないものとする。 

 （取締役及び監査役の任期） 

第１５条 取締役の任期は、その就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の

時までとする。 

 監査役の任期は、その就任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

２ 補欠又は、増員により就任したる取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時

までとする。 

３ 任期満了前に退任したる監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任したる監査

役の任期の満了すべき時までとする。 

 （取締役社長及び専務取締役） 

第１６条 取締役会の決議をもって、取締役社長１名を選任し、別に専務取締役を選任するこ

とができる。 

２ 取締役社長は、会社を代表すべき取締役とする。 

 （取締役社長及び専務取締役の任務） 



第１７条 取締役社長は、取締役会の決議に基づき会社の内外の業務執行を統轄し、専務取締

役は、取締役社長の業務執行を補佐する。 

 （取締役会） 

第１８条 取締役会は、法令又は、定款に規定された事項のほか、会社の業務執行を決定する。 

２ 取締役会の決議によって、重要でない業務執行の決定を取締役社長に一任することができ

る。 

３ 取締役会は、取締役社長が招集してその議長となる。取締役社長に事故があるときは、専

務取締役がこれにかわる。 

４ 取締役会の招集通知は会日より３日前までに、各取締役に対して発する。 

５ 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれをな

す。 

６ 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案 

 につき議決に加わることができる取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、 

 当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

７ 取締役会の議長は、議事録を作成し、これに議事の経過の要領と結果を記載し、議長と出

席した取締役が署名する。 

 

第５章 計 算 

  （営業年度） 

  第１９条 当会社の営業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。 

  （利益配当） 

  第２０条 利益配当金は、毎営業年度末現在の株主名簿に記載された株主または登録質権者に

支払う。 

    当会社は、配当金の支払を提供した日から満３年を経過するも受領しないときは、その支

払義務を免がれるものとする。 

 

第６章 附 則 

  （設立に際して発行する株式総数） 

  第２１条 当会社の設立に際して、発行する株式の総数は、5万株とし、すべて額面株式とす

る。その発行価額は１株金１，０００円とする。 

  （最初の営業年度） 



  第２２条 当会社の第１期の営業年度は、当会社成立の日から昭和５６年３月３１日までとす

る。 

  （最初の取締役及び監査役の任期） 

  第２３条 最初の取締役及び監査役の任期は就任後１年内の最終の決算期に関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

  （発起人の氏名及び住所） 

  第２４条 当会社の発起人の氏名、住所及び引受株式数は、次のとおりであり、引受価額はい

ずれも１株金１，０００円とする。 

 

 


